
































 

令和 6 年度 名取市基幹相談支援センター 活動報告 

１． 総合相談 実人数 

 

2.当初相談経路 （単位：件） 

 

3.相談方法（単位：件） 

 

４.相談内容 

 

5.地域の相談支援事業所への支援 

 

・指定特定相談支援事業所初回訪問・アセスメント整理支援・ケア会議の進め方・今後の支援方針協議支援 

・委託相談支援事業所から指定特定相談事業所に引き継いだケースの後方支援 

・地域包括支援センターとの共同ケース導入支援 

・地域包括支援センター介護と障害複合した家庭への支援 

・初任者研修受講後のフォローアップ、アセスメント面談同行、サービス等利用計画書の確認、サービス担

当者会議同行支援 

・困難ケースの支援方針についてケア会議、事業所訪問による計画相談後の進捗状況確認と支援方針の相・

談、モニタリング訪問同行支援 

・相談支援従事者（初任者・現任者）課題添削支援、初任者研修（7・９・10 月）現任者研修（11 月・1 月）

演習講師等 
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6.地域移行・地域定着支援の実践 

 

県立精神医療センターちいくら会・チーム医療委員会出席。退院に向けた病院訪問面会支援・外出支援・

退院調整会議出席・退院に向けた GH 体験利用同行、退院後のサービス調整。退院後生活状況確認のため

の自宅訪問。医療保護観察入院患者のケア会議出席、宿泊型自立訓練施設体験宿泊時訪問、外出支援同行、

体験利用後の振り返り面談実施、退院後の生活についてケア会議 
 
 

7.障害者虐待に関する通報・届出の受付 

 

 

8. 障害者虐待に関する通報・届出に関する虐待内容 

 

 

9. 障害者虐待に関する養護者や被虐待者への相談・助言等の対応 

 

 

10.地域の支援体制整備の取り組みとして 

地域のニーズの掘り起こし・住民への啓発活動として 6/28 民生児童委員会長会で基幹相談支援センター

の周知・案内。各地区民児協定例会（７月名取が丘、館腰、増田、8 月下増田、閖上、愛島、西部、9 月

増田西、高舘）各地区公民館に訪問し基幹の業務内容、権利擁護・虐待防止・成年後見制度の周知を行い、

相談会を実施。 

2/17、3/17 閖上公民館、にて成年後見制度・障害福祉サービス等の周知・出張相談・ててマルシェの広

報を実施。 

 

11.地域の事業所から課題としてのあがってきた意見 

●なとり児童発達支援センター開設に伴い、障害児相談体制の整理、なとり児発センター相談業務慣れるま

での間のフォロー体制必要⇒相談支援フローの確認、初回相談時のすみ分け確認実施。市・なとり児発セ

ンター・委託相談支援事業所・基幹とで話し合い実施。 

●相談支援専門員の不足について⇒引き続き相談支援部会で協議 

●就学にあたり保健センターと委託相談支援事業所のすみわけについて⇒相談機関の役割整理と連携につ

いて次年度こども福祉連絡会と相談支援部会協働での協議 

●強度行動障害の支援学校卒業後の日中活動先見つからずの状況⇒強度行動障害の方の受け入れ先の不足

課題 
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令和 7 年度 名取市基幹相談支援センター 事業計画 

（1）総合的・専門的な相談支援の実施 

内容 具体的内容 

総合的・専門的な

相談支援の実施 

障害のある方、ご家族等を対象に、電話、来所、訪問、同行等により個別相

談に応じる。また、必要に応じて、情報提供や適切な支援機関の紹介を行

う。 

社会福祉課、介護長寿課等と連携し、障害福祉の視点でインテークを行い、

情報提供や相談支援事業所等を紹介する。 

総合相談窓口について周知するため、パンフレット等を配布する。 

定期的にケースレビューを行い、支援方針を定め、支援経過を管理し、職員

間で共有する。 

 

（2）地域の相談支援体制の強化の取組 

内容 具体的内容 

相談支援体制 インテークを通じて見えてきた課題を整理し、地域の実情に合った相談支援

体制を検討する。 

地域の相談支援事

業所への支援 

・地域の指定特定相談支援事業所、指定障害児相談支援事業所及び委託相談

支援事業所の困りごとに対して相談に応じたり、対応困難事例に対して後方

支援を行う。 

・専門機関を紹介することでチーム強化を図り、解決できるようコーディネ

ートする。 

人材育成 ・相談支援連絡会において事例検討を行い、相談支援専門員等の問題解決能

力の向上を図る。 

・支援者の支援力向上を図るため、相談支援事業所及び福祉サービス事業所

等からの依頼を受け、訪問等を行う。 

法定研修 当センターにて法定研修（宮城県障害者相談支援従事者研修等）における実

地教育を行う。また、地域で続けてフォローアップが必要な場合は要請を受

け後方支援を行う。 

地域包括支援セン

ターとの連携協働 

必要に応じ障害と介護の複合した支援会議に参加し、地域の課題解決を図っ

ていく。 

宮城県障害者自立

支援協議会人材養

成部会への参加 

相談支援体制の整備等に関する検討、相談支援従事者の人材育成に関する研

修等の企画・運営、市町村地域自立支援協議会の活性化に向けた検討・調整

等の活動内容について部会へ参加する。また、名取市障がい者地域づくり協

議会相談支援部会委員へ報告する。 
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（3）地域移行・地域定着の促進の取組 

内容 具体的内容 

精神科病院との関

係構築及び普及啓

発 

精神科病院と連携した地域の支援体制を構築する。 

・県立精神医療センター：ちいくら会・チーム医療委員会等 

・近隣の精神科病院：自立協及び CSPへの協力依頼、病院訪問等 

精神科病院及び入院患者に対し、地域移行支援及び地域定着支援について普

及啓発を行う。 

地域移行・地域定

着の実践 

地域移行支援、地域定着支援が必要な方については、地域の相談支援事業所

に支援を依頼し、当センターがバックアップを行う。もしくは、当センター

で個別支援を行う。 

実践の検証及び支

援体制の検討 

精神 CSP等で、実践事例の検証をもとに、地域移行支援及び地域定着支援の

在り方や地域の支援体制について検討する。関係機関と情報共有し実践に活

かしていく。 

研修会等の開催 支援者に対し精神障害のある方への支援力向上を図るための研修会を開催す

る。 

（4）権利擁護・虐待の防止 

内容 具体的内容 

成年後見制度に関

する取組 

障害のある方、ご家族、その他関係機関等より、成年後見制度に関する相談

に応じる。 

成年後見制度の相談窓口として周知を図るため、住民向けのパンフレットを

配布する。 

権利擁護・虐待の

防止に関する取組 

医療・福祉・教育機関等において障害者の支援に携わる職員を対象に、権利

擁護・障害者虐待防止に関する研修会を実施する。 

社会福祉課、地域包括支援センターと権利擁護に関する情報共有、及び必要

に応じて協議を行う。 

※地域の相談支援体制の強化の取組と連動。 

地域ニーズの掘り

起こし、住民への

啓発活動 

障害福祉全般や権利擁護等に関する個別相談会を実施する。 

市の広報誌などを活用し、市民に事業の周知を図る。 

（5）障害者虐待防止センター事業の実施 

内容 

障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関する広報・啓発 

養護者、障害福祉施設従事者等、使用者による障害者虐待に関する通報又は届出の受理 

障害者虐待及び障害者虐待を受けたと思われる障害者の保護のための相談、指導及び助言 

社会福祉課との連携 

研修への参加 

 


